
令和７年度版

内容 質問 チェック 解説
担当課

（問い合わせ先）
申請者 必要書類等

印鑑登録をします
か？ □

印鑑登録は住所地で行います。前住所地で印鑑登録さ
れていた方は既に廃止されていますので、必要な方は
新たに印鑑登録してください。
※顔写真付本人確認資料がない方、代理人での申請を
希望される方は手続方法が異なりますので、担当課に
お問い合わせください。

本庁：市民課
各支所：市民福祉課

本人
・登録する印鑑
・本人確認資料 (顔写真付)
・300円（登録手数料）

住基カードをお持ち
ですか？ □

前住所地でのカードをお持ちの方で、継続利用を希望
する方は、転入届出から90日以内に手続をしてくだ
さい。
※暗証番号（数字４桁）を入力していただきます。
※条件によって継続利用できない場合があります。
※継続利用しない場合も返納届が必要です。
※住基カードへの電子証明書の新規発行の受付は平成
27年末をもって終了しました。公的個人認証サービ
スの利用を希望する方は、個人番号(マイナンバー)
カードの申請をご検討ください。

本庁：市民課
各支所：市民福祉課

本人

・住基カード
・本人確認資料
(顔写真の無い様式をお持ち
の場合)

個人番号(マイナン
バー)カードをお持ち
ですか？

□

前住所地でのカードをお持ちの方で、継続利用を希望
する方は、転入届出から90日以内に手続をしてくだ
さい。
※暗証番号（数字４桁）を入力していただきます。
※条件によって継続利用できない場合があります。
※継続利用しない場合も返納届が必要です。
※公的個人認証サービス利用者の方は、住所の変更に
伴って自動的に署名用電子証明書が失効しますので、
必要な方は担当課で再発行申請を行ってください。

本庁：市民課
各支所：市民福祉課

・個人番号カード

犬を飼っています
か？ □

住所変更の手続きが必要です。
※犬の登録をされていない方は新規登録が必要です。
※マイクロチップを装着し、環境省のデータベースに
登録済の犬は、環境省データベースに住所の変更登録
をしてください。この場合、市への届出は不要です。

本庁：生活環境課
各支所：市民福祉課

所有者
本人

・犬の鑑札
（紛失の場合は再発行します）

ごみ集積所の場所
は確認しましたか？ □

お住まいの地域ごとに指定された集積所に出します。
※集積所は次の方法により確認願います。
・アパートやマンションの方…管理会社にお問い合せ
ください。
・戸建の方…行政区長（公衆衛生組合長）にお問い合
せください。

本庁：生活環境課
各支所：市民福祉課

本人

新住所は市営住宅
ですか？ □ 既存世帯に転入する場合は、同居承認申請が必要で

す。
本庁：都市整備課
各支所：産業建設課

本人
同居者

水道の手続きはしま
したか？ □

下記の方法により使用開始の届出をしてください。
・窓口、電話（使用を開始する日の３営業日前まで）
・インターネット（使用を開始する日の４営業日前ま
で）

本庁：上下水道お客様
センター
千 支所：上下水道お
客様センター千

本人
代理人

ＦＭあすも専用ラジ
オをお持ちですか？ □

緊急時や災害時の的確な情報と、地域に密着した情報
をお伝えするため、専用ラジオをお貸しします。
※貸し出しは市民課または支所市民福祉課で行いま
す。
ラジオの詳細は別紙パンフレットをご覧ください。

本庁：政策企画課
各支所：地域振興課

本人
代理人

医療保険は国民健
康保険ですか？ □

社会保険等に加入されていない方は、国民健康保険
への加入が必要です。
※新住所が施設の場合や、進学による転入の場合は
前住所地の国民健康保険が継続されます。

本庁：国保年金課
各支所：市民福祉課

本人
同居の家族

・マイナンバー
　(届出人、加入者)
・健康保険資格喪失証明書
 （離職して転入された方）
・申請者の本人確認資料

２０～６０歳の方で
年金未加入の方は
いますか？

□
年金加入の手続が必要です。
※離職し転入された方は国民健康保険加入と同時に
手続を行ってください。

本庁：国保年金課
各支所：市民福祉課

本人
同居の家族

・年金手帳または基礎年金番号
通知書
・資格確認書など
(社会保険の任意継続の方
の場合)
・申請者の本人確認資料

後期高齢者医療制
度の加入者はいます
か？

□
住所変更の手続きについてご案内します。
※県外からの転入で新住所が施設の場合は前住所地の
後期高齢者医療保険が継続されます。

本庁：国保年金課
各支所：市民福祉課

本人
同居の家族

・前住所地発行の負担区分
　証明書
（県外からの転入の場合）
・マイナンバー(加入者)
・申請者の本人確認資料

→裏に続く

　　いちのせき　住民サービスチェックシート(転入届用)　　　　　　※提出は不要です。

一　般

医療保険
・
年金
・

医療費
助成
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内容 質問 チェック 解説
担当課

（問い合わせ先）
申請者 必要書類等

65歳以上で一定の
障がい(※)がある
方はいますか？

□
申請することにより後期高齢者医療制度に加入する
ことができます。
※該当になる障がいの等級は、担当課へお問い合わせ
ください。

本庁：国保年金課
各支所：市民福祉課

本人
代理人

・マイナンバー(加入者)
・障害の等級がわかる 手帳、
証書など
・申請者の本人確認資料

18歳以下のお子
様、妊産婦の方、重
度心身障害者の方
はいますか？ひとり
親家庭ですか？

□

各種医療費助成制度があります。
※子ども医療費助成は18歳に到達する年の年度末の
子どもが対象です。
重度心身障害者、ひとり親家庭への医療費助成は所得
制限がありますので、担当課にお問い合わせくださ
い。

本庁：国保年金課
各支所：市民福祉課

本人
同居の家族

・加入している医療保険が確認
できるもの（資格確認書など）
・振込口座がわかるもの
・マイナンバー
  (対象者・保護者・申請者)
・申請者の本人確認資料

農業者年金に加入
又は農業者年金を
受給していますか？

□ 住所変更の手続きが必要です。

農業委員会事務局
（川崎農村環境改善セ
ンター内）
※手続きの窓口は最寄りの
ＪＡ支店になります

本人
代理人

身体障害者手帳を
お持ちですか？ □ 住所変更の手続きが必要です。

本庁：福祉課
各支所：市民福祉課

・身体障害者手帳
・マイナンバー

心身障害者扶養共
済に加入しています
か?

□ 現況届や掛金等の連絡先変更の手続きが必要です。
本庁：福祉課
各支所：市民福祉課

・加入者証

療育手帳をお持ちで
すか？ □ 住所変更の手続きが必要です。

本庁：福祉課
各支所：市民福祉課

・療育手帳
・マイナンバー

精神障害者保健福
祉手帳をお持ちです
か？

□
住所変更の手続きが必要です。
※県外から転入された場合は、岩手県の手帳に作り
変える必要があります。

本庁：福祉課
各支所：市民福祉課また
は東部・北部健康推進室

・精神障害者保健福祉手帳
・マイナンバー

自立支援医療（精神
通院）受給者証をお
持ちですか？

□ 住所変更の手続きが必要です。
本庁：福祉課
各支所：市民福祉課また
は東部・北部健康推進室

・現在の保険証
・前住所地で交付された受
   給者証(写し)
・年金証書
  (受給されている方)
・マイナンバー

障害福祉サービス受
給者証をお持ちです
か？

□ 個々に手続きが異なりますので、
お問い合わせください。

本庁：福祉課
各支所：市民福祉課

身体障害者手帳１．
２級、療育手帳Ａ、
精神保健福祉手帳
１級の方はいます
か？

□
福祉乗車券を交付することができます。
※施設や病院に入所・入院中の方又は自動車税や
軽自動車税の減免を受けている場合は該当になりませ
ん。

本庁：福祉課
各支所：市民福祉課

・各手帳

特別障害者手当・障
害児福祉手当・経過
的福祉手当を受給
していますか？

□ 各手当の手続きが必要です。
本庁：福祉課
各支所：市民福祉課

・手当認定通知書
・マイナンバー

要介護認定を受け
ていましたか？ □

前住所地での要介護認定を引き継ぐ場合は転入日から
14日以内に手続してください。
※１４日を過ぎますと、交付された受給資格証明書が
無効となりますので十分に注意してください。

本庁：長寿社会課
各支所：市民福祉課

・前住所地で交付された
   受給資格証明書
・医療保険証
  (65歳未満の方)

同居する家族に要
介護４・５の方はい
ますか？

□

要介護4または5の方と同居し、介護している場合、
介護手当、介護用品の支給を受けることができます。
※介護用品の支給は、非課税世帯に限ります。
※詳しい支給要件等は担当課にお問い合わせくださ
い。

本庁：長寿社会課
各支所：市民福祉課

→次のページへ

医療保険
・
年金
・

医療費
助成

福祉

介護
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内容 質問 チェック 解説
担当課

（問い合わせ先）
申請者 必要書類等

妊娠中の方はいます
か？ □ 妊婦一般健康診査受診票の交付や保健サービスの説明

を行います。

こども家庭課
(一関保健センター)
東部健康推進室
(千厩支所)
北部健康推進室
(大東支所)

・母子健康手帳
・妊婦名義の振込口座がわかる
もの（前住所地で、妊婦支援給
付金の給付を受けていない方の
み）

高校生年代までの
子どもはいますか？ □

児童手当認定請求が必要です。
転入した日(転入予定日)の翌日から15日以内に請求し
てください。0歳から今年度18歳になる子までが対象
です。進学の有無は問いません。
公務員の方は必要な手続きを職場でご確認ください。

児童保育課
(一関保健センター)
各支所：市民福祉課

・健康保険証
・通帳
・マイナンバー

7歳6か月未満の
子どもはいますか？ □ 乳幼児健康診査や予防接種等の説明及び必要に応じて

乳幼児健康診査受診票・予防接種券を交付します。

こども家庭課
(一関保健センター)
東部健康推進室
(千厩支所)
北部健康推進室
(大東支所)

・母子健康手帳

小・中学校に通って
いる子どもはいます
か？

□

学校教育課、児童保育課または各支所地域振興課で
「学校指定通知書」の受け取りが必要です。
学校指定通知書を受け取りましたら、
①学校指定通知書
②就学していた学校から発行された書類
を揃えて、就学する学校で転入学の手続きをしてくだ
さい。
※次の場合は、翌開庁日に学校指定通知書を郵送しま
す。
・窓口延長時（毎週月曜（月曜日が休日の場合は翌開
庁日））の午後５時15分から午後７時に転入届をし
た場合
・転入届出日に学校指定通知書の受け取り手続きをし
なかった場合

学校教育課
（花泉支所）
児童保育課
（一関保健センター）
各支所：地域振興課

保護者

・学校指定通知書
・就学していた学校から発行さ
れた書類
※在学証明書、教科書給与証明
書等

児童扶養手当・特別
児童扶養手当を受
給されていますか？

□ 住所変更届が必要です。
児童保育課
(一関保健センター)
各支所：市民福祉課

・(特別)児童扶養手当証書
・マイナンバー

保育園、こども園に
通っている（通うこと
が決まっている）子ど
もはいますか？

□ 教育・保育給付認定等の申請が必要です。
児童保育課
(一関保健センター)
各支所：市民福祉課

・マイナンバー

第２子以降で３歳未
満の子どもはいます
か？

□ 子育て応援在宅育児支援金の制度があります。
※保育所等に通っていない子どもが対象です。

児童保育課
(一関保健センター)
各支所：市民福祉課

・通帳
・育児休業給付金受給申請状況
証明書

本庁　　　　竹山町７番２号　                        電話０１９１－２１－２１１１    室根支所　室根町折壁字八幡沖３４５番地　電話０１９１－６４－２１１１
花泉支所　花泉町涌津字一ノ町２９番地　　　 電話０１９１－８２－２２１１　　川崎支所　川崎町薄衣字諏訪前１３７番地　電話０１９１－４３－２１１４
大東支所　大東町大原字川内４１番地２　　　 電話０１９１－７２－２１１１　　藤沢支所　藤沢町藤沢字町裏１８７番地　   電話０１９１－６３－２１１１
千 支所　千 町千 字北方１７４番地　　 　電話０１９１－５３－２１１１　　一関保健センター　山目字前田１３番地１　  電話０１９１－２１－２１６０
東山支所　東山町長坂字西本町１０５番地１　電話０１９１－４７－２１１１　  農業委員会事務局　川崎町薄衣字諏訪前１３７番地　電話０１９１－４３－３６０６
教育委員会学校教育課　花泉町涌津字一ノ町２９番地　電話０１９１－８２－２２３９

子ども
関係

転入された方は、該当する箇所の住民サービスを受けることができます。
ただし、申請をしなければ受けることが出来ないもの、制限等があるものもありますので、詳しくは各担当部署に問い合わせてください。

このチェックシートは、ご本人の確認用ですので提出は不要です。
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